
国 沖縄県 市町村

（本省レベル）

（県総括）

・構成メンバー

　委員長：副知事　委員：各部長 （県・地域協議会） ※農地対策

（本庁課長レベル）

・構成メンバー

　幹事長：文化環境部統括監 会　長：営農支援課長・副会長：村づくり計画課長、農地水利課長

　委員：各課長 構成員：各市町村地域協議会

（農林省レベル） ○業務内容

①農地赤土等対策にかかる情報交換

②市町村協議会の啓発・普及活動支援

③『農地対策マスタープラン』の策定支援

④『赤土等対策営農普及マニュアル』の作成支援

（局営農レベル）

（県・市町村）

※位置付：農地対策における中心的機関

（局・県班長レベル） 設置市町村： ①宜野座村、②金武町、③恩納村、④うるま市、⑤読谷村

⑥久米島町、⑦宮古島市、⑧石垣市、⑨竹富町、⑩本部町

⑪東村、⑫伊是名村、⑬今帰仁村、⑭八重瀬町

○構　成（例）

（農林水産部本庁レベル） 会　長：市町村農政担当課長

副会長：営農普及センター班長、農林土木班長等

・構成メンバー 構成員：土地改良区・JA・製糖工場・農業研究センター

　本庁農林水産部関係各課班長 　　　　生産法人・機械組合・開発組合・農家等

（農林水産部出先レベル） ○業務内容

①営農対策における啓発・普及び支援

・構成メンバー ②水質保全対策事業に関すること（「環境保全営農計画」の作成）

③営農対策の実施検証に関すること

④『市町村農地対策マスタープラン』の策定

⑤『市町村赤土等対策営農普及マニュアル』の作成

市町村赤土等流出防止対策地域協議会（地域協議会）

※流域全体

　農林水産省関係各課・内閣府沖縄総合事務局・沖縄県

『土壌保全月間』の開催

○設置目的：市町村地域協議会の活動支援　　・平成１５年４月１日設置

・構成メンバー

赤土等流出防止対策協議会幹事会

○構　成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○○地区赤土等流出防止対策推進会議

赤土流出防止対策営農連絡会議

　各営農普及センター・農林土木事務所

　内閣府沖縄総合事務局、県農林水産部営農関係課長

幹事会

　内閣府沖縄総合事務局、県農林水産部営農関係各課班長

・構成メンバー

沖縄県赤土等流出防止営農対策連絡協議会

　内閣府・関係各省・沖縄県

沖縄県赤土等流出防止対策協議会

赤土流域協議会ネットワーク会議

流域協議会

設立市町村
（石垣市・久米島町・国頭村・大宜味村・今帰仁村・金武町・恩納村・名護市・本部町・東村・宜野座村）

沖縄における赤土等流出問題に関する関係府省庁連絡会議

土地改良事業赤土流出防止対策推進連絡協議会

・構成メンバー

・構成メンバー

（農林水産部調整会議）

（地域農業推進会議）

連携

連
　
携

第3編．対策推進体制構築

第4章．地域の推進体制構築

１．地域住民の推進体制
地域が一体となった赤土等対策を推進していく上で、地域の赤土等対策推進体制の構築が必

要である。農業・水産・観光・自然保護団体・行政等の民・官の関係者が連携協働して、専門

的で広範囲な対策を検討するとともに、対策の推進を図って海域の環境保全を行うことが必要

である。

今後は、各分野（農地対策、農地以外の流域対策、地域・支援）でより専門的に対策の検討

を行いながら互いに連携し、さらには「沖縄県赤土等流出防止営農対策連絡協議会」との連絡

調整及び連携を図りながら、地域が一体となった赤土等対策を推進することが望ましい。

図3-5 赤土等対策の推進体制（国・県・市町村）
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２．意見交換会の実施計画

赤土等流出対策の推進において、地域が一体となった取り組みを実現するためには、

住民参加型の手法を用いて、現状の認識や取り組み状況、対策への意見、支援方法につ

いて意見交換会(ワークショップ等)を実施する。

①農地営農対策

・マスタープランの進捗状況認識、対策への課題、プランのフィードバックを目標と

したワークショップの開催を行う(地域住民)

・事業計画及び事業実施段階での具体的な対策について、農家と行政及び関係者によ

るワークショップの開催を行う(農家と関係者)

②地域支援

・地域住民が参加した対策や維持管理又はその他支援について、住民のアイデアや意

見を交換し、支援活動を推進するためのワークショップを行う

写真3-1 意見交換会開催状況写真

３．対策推進PRと啓発

対策の推進のために、対策方法の体験やPR活動を通じて、環境保全の重要性認識や意

識啓発を行って農家と地域のインセンティブを高めるため、関係機関と連携し次の活動

を行う。

①営農推進体制と連携したデモほ場の運営

②住民参加促進のためのポスター・標語募集展示

③環境保全の意識を高めるためのエコツアーの開催

④赤土対策に積極的な農家の表彰

⑤その他次の活動を推進する

・パンフレットの配布

・ホームページ活用による情報の公開

・維持管理の共同作業

・コマーシャル 等

（ ）宮良地区（白保地区）

3-13


